
中央図書館カウンター 番号案内表示板の企画募集について 

（募集要項） 

 

１ 募集の趣旨 

中央図書館の１階総合カウンターにお客様呼び出し用の番号案内表示板を設置するにあたり、利用者サービ

スを向上するため、企画を募集いたします。 

 

２ 表示板の条件 

   お客様をお呼び出しするための番号を表示する電光掲示板。画面等の一部に、広告を表示することを可能と

します。 

数字がおよそ 20 個表示できるものを御提案ください。 

図書館という施設の性質上、音声を流すことはできません。 

 

３ 表示板設置を希望する場所及び台数 

１階 総合カウンター……１台（添付写真参照） 

      書庫内資料出納の待ち番号を表示します。 

 

４ 事業開始希望日 

   平成 24 年４月。開始時期については調整させていただきます。 

 

５ 企画提案にあたっての条件 

(1) 広告取扱いだけでなく、表示板の調達・提供方法も含めた形での御提案をお願いします。 

(2) 表示板の設置及び、契約期間終了後の撤去に伴う工事は、提案者が行ってください。 

(3) 設置にあたっては安全性に十分御配慮くださるよう、お願いします。 

 (4) 御提案の際には、以下の項目を必ず盛り込んでください。 

  ・設置物の仕様                    ・保守・維持管理の考え方 

・設置方法                          ・類似物の設置実績 

  ・案内表示板の表示イメージと番号のサイズ 

その他条件は、企画提案に応じて調整させていただきます。 

 

６ 設置期間 

   設置期間は、最低 5 年とします。 

 

７ 広告掲載の基準 

   横浜市広告掲載要綱及び横浜市広告掲載基準に準じます。 

 

８ 申込方法 

別紙「広告企画書」（様式 B－５）に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、申込先に持参、E メール、FAX

又は郵送のいずれかの方法により提出してください。 

 



 

 

 

 

 

 

９ 提出期限 

  平成 24 年 2 月 20 日（月） 午後５時まで 

 

10 選定方法 

(1) 募集締切後、横浜市立図書館広告掲載審査会において、設置物の内容、その他要素を総合的に判断し、

優先交渉権者及び次点候補者を選定します。決定連絡は、平成 24 年３月２日（金）までに通知します。 

   ※申込者が一者のみの場合においても、審査会において審査をします。 

(2) 優先交渉権者と契約の交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的な契約者とします。 

(3) 優先交渉権者との間で契約合意の可能性がないと横浜市が判断した場合は、優先交渉権者との交渉を打

ち切り、次点候補者との契約交渉を行うものとします。 

 

11 その他 

   契約が終了した場合、特別の場合を除いては、原状の回復をしていただきます。 

 

 

【参考】 中央図書館利用状況  （平成 22 年度実績） 

    入館者数：129 万人／年 3,778 人／日 

    書庫出納件数： 60～90 件／日 

    書庫出納待ち件数：常時 10 件、最大 20 件 

    書庫出納待ち時間：10－20 分 

【設置予定場所の写真】１階 総合カウンター 

【お申込み・お問い合わせ先】  

   中央図書館 サービス課  山下・黒岩 

   〒220-0032 横浜市西区老松町１ 

   電話：045-262-7341 FAX：045-231-8299 

   メールアドレス：ky-libserve@city.yokohama.jp  

    ※持参される場合は火曜日から金曜日の、午前９時 30 分から午後５時までの間にお願いします。 



 



 

（様式Ｂ－５）【様式Ｂ－３での募集に対応】 

平成  年  月  日 

 

広告企画書 
 

横浜市長 

 

横浜市の媒体への広告掲載を申し込みたく、次のとおり企画内容を提案します。 

申 

込 

者 

所 在 地 
〒  - 

 

ふりがな 

名 称 
 

 

ふりがな 

代表者職名・氏名 
 

 

担当者 

部署名  

ふりがな 

氏名 
 

 

連絡先 

TEL  

FAX  

E メール  

業 種  

ホ ー ム ペ ー ジ URL  

企 

画 

内 

容 

企画件名  

企画概要  

企画詳細 別紙企画書添付 

広告主等 

（決定済みの

場合は御記入

ください） 

名 称  

業種・事業内容  

ホームページ 有・無（http://                               ）

実施内容 
 

条 件 

・各種法令及び横浜市の広告関連規定を遵守し、実施にあたっては横浜

市の指示に従います。 

・横浜市税の滞納はありません。 

・横浜市が市税納付状況調査を行うことに同意します。 

備 考  

 

※こちらもご記入ください 
ご記入いただいた E メールアドレス宛に横浜市広告情報メールマガジン（広告媒体に関するお知

らせ）の配信を希望されますか。 （ 希望する ・ 希望しない ） 

 


